
【医療機関受診方法】

対象
　令和７年１２月２日以降
　原則全員

　・マイナ保険証未取得
　・電子証明の期限切れ

マイナ保険証 資格確認書
マイナ保険証

　＋資格情報のお知らせ

　     マイナ保険証
　     　＋マイナポータル
　　   　（資格情報画面）

マイナポータルの
健康保険の資格情報画面／ＰＤＦ

有効期限
　　カード本体１０年
　　未成年は５年
　　（電子証明書５年）

令和8年11月30日 ー ー

備考

・電子証明の有効期限３ヶ月前
に市町村から通知が届きます

・電子証明の有効期限から３カ
月経過すると、紐付が解除され
るため、再度のマイナ保険証利
用登録が必要です

・マイナ保険証登録の方
第三者による介助が必要な方
ＤＶ被害者以外の方等
特別な理由以外は､ 資格確認書
の発行対象外

・マイナポータルから「健康保険の資
格情報」のＰＤＦがダウンロードでき
ます

・新生児は、出生届と同時にマ
イナンバーカード申請が可能
＊顔写真なし
　原則、1週間で発行

・紛失・毀損による
再発行手数料１枚1,000円

・｢健康保険の資格情報画面｣だけでは
受診できません

※ 新生児のマイナンバーカードの申請を出生届と同時にできるようになります – マイナンバーカード総合サイト

https://www.kojinbango-card.go.jp/241126_2/

・「資格情報のお知らせ」は
新規加入者に随時発行します

・既存加入者への「資格情報の
お知らせ」は
令和６年１２月末配信終了
（KOSMO-Web/再配信はあり
ません）

・｢資格情報のお知らせ｣だけで
は受診できません

　　・システムトラブル等で
　　　　　　　　マイナ保険証が読み取れない場合

確認方法

マイナ

ポータル

枠線を切って

携帯
マイナンバーカード

A4偽造防止用紙

ｺﾋﾟｰの受診はできません

https://www.kojinbango-card.go.jp/241126_2/
https://www.kojinbango-card.go.jp/241126_2/

